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３）地域における総合的な事前防災・減災対策、老朽化対策、生活空間の安
全確保に対する集中的支援（防災・安全交付金）

国民の命と暮らしを守るインフラ再構築、生活空間の安全確保に資する事業に特

化した防災・安全交付金により、以下の取組に対して、集中的に支援を実施します。

・南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の大規模地震・津波や頻発する風水害・

土砂災害に対する総合的な事前防災・減災対策

・維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく定期点検・診断、修繕・更新など

インフラ長寿命化計画を踏まえた老朽化対策

・歩行空間の確保など通学路における交通安全対策 等

４）競争力強化のための社会資本の総合的整備（社会資本整備総合交付金）

都市・地域の立地競争力の強化を図る観点から、社会資本整備総合交付金により、

ＩＣアクセス道路の整備等を通じた物流ネットワークの強化などを図ることで民間

投資を喚起し、都市・地域の競争力を強化する成長基盤の整備等に対して、重点的

に支援を実施します。

５）道路の老朽化対策について

維持修繕に関する省令・告示の規定に基づき、地方公共団体の老朽化対策が適切

に実施できるよう、市町村に対する支援を講じます。また、大型車両について道路

橋等の劣化に大きな影響を与えることから、対策を実施する他、老朽化対策の本格

実施を行うための必要な措置を講じます。

６）ネットワークを賢く使う取組について

必要なネットワークの整備とあわせ、既存ネットワークの使い方を工夫し、円滑か

つ安全な交通サービスの実現にむけて検討を進めます。今後、社会資本整備審議会

道路分科会国土幹線道路部会の議論を踏まえ、平成27年夏までに取組方針を取りま

とめるとともに、個別の施策については可能なものから順次実施します。

７）高速道路の料金割引について

高速道路の料金割引については、平成26年４月より、観光振興や物流対策などの

実施目的を明確にし、高速道路の利用機会が多い車に配慮して、再編を行ったとこ

ろであり、引き続き、再編後の割引全体の効果を確認し、激変緩和などの必要性に

ついて検討を実施します。
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（２）国民の安全・安心の確保

①道路の老朽化対策の本格実施

■橋梁（約70万橋 ）・トンネル（約１万本）等の全数監視の義務化に伴い、参２

点検等を着実に実施します。
■産学官のリソース（予算・人材・技術）を最大限投入し、メンテナンス

サイクル（点検・診断・措置・記録）の推進に取り組みます。

＜地方公共団体管理橋梁の通行規制等の推移(2m以上)＞

○地方公共団体に対する支援

－「道路メンテナンス会議 」を活用した定期点検の着実な推進※

・地域単位での点検業務の一括発注等の実施
・５年間の定期点検計画を作成し、計画的に実施
・跨線橋・高速道路跨道橋は優先的に点検に着手
・点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表

－財政支援の実施

・施設の重要度、健全度を考慮した支援や複数年にわたる大規模修繕・更新
に対する支援の実施

－地方公共団体職員向けの研修の充実

・技術レベルに合わせた研修の実施（年間1,000名程度）

－国による技術支援

・従来より行っている技術相談に加え、特に
社会的な影響が大きく構造が複雑な施設
等について「直轄診断」を実施

・特に高度な技術を要する橋梁等の緊急的な
修繕については代行制度を活用

○技術力向上の取り組み

－技術者の育成・確保

・一定水準の技術力・技術者を育成・確保するため、点検・診断に関する資
格制度を導入するとともにその有効性を検証

－技術開発の推進

・非破壊検査等の点検技術、補修・補強技術等に関して、現場のニーズにあ
った産学官連携による技術開発を予算の重点配分により推進

※平成26年７月迄に全ての都道府県毎に設置済み

国道事務所、地方公共団体（都道府県、市町村）、高速道路会社等、全ての道路管理者により構成

参２ :橋長２ m以上 の橋梁

977
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2,184
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2,500

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

（橋）

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

都道府県等による受託

国・県にてニーズを取りまとめ

道路の老朽化対策に関する取組み

Ｈ２５ メンテナンス元年

Ｈ２６ 省令・告示施行（５年に１回、近接目視点検等による道路管理者の
義務の明確化）、定期点検要領の通知、道路メンテナンス会議設置

Ｈ２７ 計画的な定期点検、必要な修繕等

Ｈ２６～ メンテナンス実行の年

Ｈ２５ ストック総点検、道路法改正

修
繕
代
行

２６年末まで ２７年度より

直
轄
診
断

緊急性・
難易度が
高いもの

【地方公共団体管理橋梁では通行規制等が増加】

＜跨線橋の計画的な点検＞＜点検業務等の一括発注のイメージ＞

＜H27修繕代行に向けた流れ＞
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（ ）

注3.事業中区間のIC、JCT名称には仮称を含む
注4.本路線図の「その他主な路線」は、地域における主な道路構想（事業中、開通区間を含む）を示した
　　ものであり、個別の路線に関する必要性の有無や優先順位を示したものではない

注1.※1区間の開通時期については、土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合
注2.※2区間の開通時期は平成28年春（用地の早期取得につとめつつ事業を実施することを前提としている）
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